
平
成
十
九
年
六
月
十
一
日
提
出

質

問

第

三

七

五

号

緑
資
源
機
構
に
よ
る
官
製
談
合
と
天
下
り
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

松

本

大

輔

375



緑
資
源
機
構
に
よ
る
官
製
談
合
と
天
下
り
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

前
回
提
出
し
た
質
問
主
意
書
（
平
成
十
九
年
五
月
二
十
四
日
提
出
第
百
六
十
六
回
国
会
質
問
第
二
百
三
十
九
号
）
に
対
す
る

答
弁
（
平
成
十
九
年
六
月
一
日
内
閣
衆
質
百
六
十
六
第
二
百
三
十
九
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
は
不
十
分
で
あ

り
、
以
下
再
質
問
す
る
。

一

前
回
答
弁
書
「
一
及
び
五
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
「
現
在
関
係
当
局
に
よ
り
調
査
・
捜
査
中
で
あ
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね

の
点
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
農
林
水
産
省
（
外
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に

対
し
関
係
当
局
に
よ
る
調
査
・
捜
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
緑
資
源
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い

う
。
）
は
農
林
水
産
省
か
ら
独
立
し
た
法
人
で
あ
り
、
機
構
に
対
し
調
査
・
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
農
林

水
産
省
に
関
す
る
答
弁
を
差
し
控
え
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
以
上
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

松
岡
前
農
林
水
産
大
臣
は
、
機
構
（
独
立
行
政
法
人
移
行
前
の
組
織
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
注
す
る
工
事
や
調
査

の
受
注
先
企
業
及
び
団
体
か
ら
多
額
の
政
治
献
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
工
事
や
調

査
に
関
し
、
大
臣
就
任
以
前
を
含
め
松
岡
氏
（
秘
書
等
の
事
務
所
関
係
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
農
林
水
産
省
に
対

し
て
い
わ
ゆ
る
「
口
利
き
」
は
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
機
構
に
対
す
る
「
口
利
き
」
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
と
し
て
把
握

一



し
て
い
る
か
。
判
断
根
拠
と
な
る
具
体
的
事
実
と
と
も
に
お
示
し
願
い
た
い
。
な
お
、
「
口
利
き
」
と
は
、
不
当
要
求
に
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
要
求
と
し
て
、
機
構
又
は
農
林
水
産
省
（
以
下
「
機
構
等
」
と
い
う
。
）
の
職
員
に
そ
の
職
務
上
の
行
為

を
さ
せ
る
よ
う
に
、
又
は
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
要
望
、
相
談
、
苦
情
等
を
面
談
、
電
話
等
に
よ
り
当
該
職
員
に
伝
え
る
こ
と

を
い
う
も
の
と
す
る
。

二

前
回
答
弁
書
「
三
に
つ
い
て
」
は
、
告
発
さ
れ
た
四
法
人
以
外
に
つ
い
て
答
弁
が
な
く
、
さ
ら
に
農
林
水
産
省
の
再
就
職

者
に
つ
い
て
は
平
成
十
六
年
か
ら
平
成
十
八
年
の
三
年
間
に
限
っ
て
答
弁
す
る
と
と
も
に
、
前
回
答
弁
書
「
四
に
つ
い
て
」

で
は
、
別
の
談
合
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
林
道
建
設
業
務
を
受
注
し
た
企
業
及
び
団
体
に
再
就
職
し
て
い
る
Ｏ
Ｂ
の
数

に
つ
い
て
「
作
業
が
膨
大
と
な
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
官
製
談
合
の
温
床
と
さ

れ
る
天
下
り
の
実
態
解
明
に
消
極
的
な
政
府
の
姿
勢
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
以
下
に
つ
き
再
度
質
問
す
る
。

独
立
行
政
法
人
の
組
織
等
に
関
す
る
予
備
的
調
査
（
武
正
�
一
君
外
五
十
四
名
提
出
、
平
成
十
八
年
衆
予
調
第
三
号
。
以

下
「
予
備
的
調
査
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
機
構
の
支
出
の
相
手
方
の
う
ち
機
構
又
は
所
管
省
庁
か

ら
の
再
就
職
者
が
在
籍
す
る
法
人
（
以
下
「
天
下
り
先
受
注
法
人
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
平
成
十
七
年
度
の
支
出
件
数
及

び
支
出
金
額
は
、
総
件
数
六
百
九
十
五
件
に
対
し
、
機
構
か
ら
の
再
就
職
先
が
百
三
十
五
件
十
七
億
四
千
九
百
四
万
二
千

二



円
、
所
管
省
庁
か
ら
の
再
就
職
先
が
九
十
七
件
七
億
五
千
四
百
九
十
五
万
七
千
円
、
計
二
百
三
十
二
件
二
十
五
億
三
百
九
十

九
万
九
千
円
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
法
人
ご
と
の
内
訳
と
機
構
か
ら
の
再
就
職
者
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

機
構
か
ら
の
再
就
職
者
が
在
籍
す
る
法
人

九
法
人
、
二
十
五
名

財
団
法
人
森
公
弘
済
会

七
十
六
件

四
億
八
千
百
三
十
二
万
三
千
円

十
七
名

株
木
建
設
株
式
会
社

一
件

三
億
四
千
二
十
万
円

一
名

日
本
道
路
株
式
会
社

二
件

二
億
五
千
二
百
二
十
九
万
千
円

一
名

株
式
会
社
か
ば
ら
建
設

一
件

一
億
八
千
九
百
三
十
一
万
五
千
円

一
名

株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
テ
ッ
ク

二
十
件

一
億
七
千
六
百
六
十
二
万
八
千
円

一
名

ラ
イ
ト
工
業
株
式
会
社

六
件

一
億
三
百
四
十
四
万
三
千
円

一
名

株
式
会
社
片
平
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

十
五
件

九
千
八
百
六
十
三
万
六
千
円

一
名

有
限
会
社
農
幸

十
二
件

八
千
八
百
八
十
三
万
千
円

一
名

財
団
法
人
水
利
科
学
研
究
所

二
件

千
八
百
三
十
七
万
五
千
円

一
名

所
管
省
庁
か
ら
の
再
就
職
者
が
在
籍
す
る
法
人

十
四
法
人

三



財
団
法
人
林
業
土
木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ

二
十
件

二
億
百
六
十
四
万
千
円

財
団
法
人
林
野
弘
済
会

二
十
八
件

一
億
四
千
九
百
七
十
八
万
三
千
円

日
特
建
設
株
式
会
社

二
件

一
億
二
千
百
五
十
一
万
六
千
円

社
団
法
人
日
本
森
林
技
術
協
会

十
八
件

一
億
千
百
九
十
一
万
円

株
式
会
社
日
立
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ

十
五
件

五
千
二
百
八
十
六
万
七
千
円

株
式
会
社
リ
ン
キ
コ
ウ

三
件

四
千
九
百
八
万
三
千
円

社
団
法
人
農
村
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー

二
件

二
千
十
七
万
円

社
団
法
人
農
業
農
村
整
備
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー

一
件

千
三
百
六
十
二
万
九
千
円

応
用
地
質
株
式
会
社

一
件

千
百
八
十
万
二
千
円

財
団
法
人
日
本
水
土
総
合
研
究
所

一
件

七
百
九
十
二
万
九
千
円

財
団
法
人
経
済
調
査
会

二
件

六
百
六
十
九
万
八
千
円

富
士
通
エ
フ
・
ア
イ
・
ピ
ー
株
式
会
社

二
件

三
百
六
十
二
万
四
千
円

財
団
法
人
建
設
物
価
調
査
会

一
件

二
百
五
十
二
万
円

四



富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

一
件

百
七
十
八
万
五
千
円

�

株
式
会
社
モ
リ
技
建
は
、
平
成
十
七
年
度
に
機
構
か
ら
七
件
一
億
二
千
九
百
二
十
一
万
八
千
円
が
支
出
さ
れ
る
と
と
も

に
、
所
管
省
庁
出
身
者
が
在
籍
し
て
い
た
法
人
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
予
備
的
調
査
に
対
す
る
政
府
回
答
で
は
天

下
り
先
受
注
法
人
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
な
お
、
予
備
的
調
査
の
調
査
票
記
載
要
領
で
は
、
再
就
職

者
の
在
籍
状
況
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
ま
で
の
十
年
間
に
お
い
て
、
支
出
の
相
手
方
に
再
就
職
し
た
者
を
対

象
と
し
て
い
る
の
で
、
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

�

財
団
法
人
森
公
弘
済
会
は
、
平
成
十
七
年
度
に
機
構
か
ら
七
十
六
件
四
億
八
千
百
三
十
二
万
三
千
円
が
支
出
さ
れ
る
と

と
も
に
、
所
管
省
庁
出
身
者
が
在
籍
す
る
法
人
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
予
備
的
調
査
に
対
す
る
政
府
回
答
で
は
所

管
省
庁
か
ら
の
天
下
り
先
受
注
法
人
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

�

み
ら
い
・
東
鉄
・
北
星
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
は
、
平
成
十
七
年
度
に
機
構
か
ら
一
件
十
七
億
五
千
七
十
八
万
円

が
支
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
機
構
出
身
者
が
在
籍
す
る
法
人
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
予
備
的
調

査
に
対
す
る
政
府
回
答
で
は
天
下
り
先
受
注
法
人
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
他
の
共
同
企
業
体
に
つ
い

て
同
様
な
ケ
ー
ス
は
な
い
の
か
。

五



�

平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度
の
五
年
間
に
お
け
る
機
構

の
支
出
（
除
外
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
予
備
的
調
査
の
例
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
天
下
り
先
受
注
法
人
に

対
す
る
支
出
件
数
及
び
支
出
金
額
を
、
年
度
ご
と
に
、
法
人
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
作
業
が
膨
大
と
の
理
由

に
よ
り
答
弁
を
拒
否
す
る
場
合
、
同
様
の
作
業
は
予
備
的
調
査
で
既
に
行
っ
て
お
り
、
政
府
の
対
応
が
予
備
的
調
査
と
質

問
主
意
書
で
分
か
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
平
成
十
四
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
の
「
再
就
職
状
況
の
公
表
に
つ
い
て
」
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
回
答
弁
書
「
三
に
つ
い
て
」
で
は
、
平
成
十
六
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
の
三
年
間

に
限
っ
て
答
弁
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
平
成
十
五
年
以
前
の
再
就
職
状
況
に
つ
い
て
政
府
は
承
知
し
て
い
る
の

か
。

�

平
成
十
九
年
五
月
二
十
四
日
付
の
農
林
水
産
大
臣
談
話
「
緑
資
源
機
構
の
談
合
問
題
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
「
農
林

水
産
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
の
理
事
及
び
課
長
並
び
に
受
注
法
人
の
関
係
者
四
名
、
計
六
名
が
逮
捕
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
中
に
は
林
野
庁
職
員
Ｏ
Ｂ
一
名
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
林
野
庁
職
員
Ｏ
Ｂ
と
は
、

財
団
法
人
林
業
土
木
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
の
元
環
境
部
長
、
橋
岡
伸
守
容
疑
者
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
平
成
十
六
年

六



か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
の
「
再
就
職
状
況
の
公
表
」
に
同
容
疑
者
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
容
疑
者
に
林
野
庁
職
員
Ｏ
Ｂ

が
含
ま
れ
る
と
政
府
が
判
断
し
た
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度
の
五
年
間
に
お
け
る
機
構

の
支
出
の
相
手
方
の
う
ち
天
下
り
先
受
注
法
人
に
再
就
職
し
て
い
る
機
構
又
は
所
管
省
庁
出
身
者
の
氏
名
、
退
職
時
年

齢
、
退
職
時
の
役
職
、
再
就
職
日
、
再
就
職
先
で
の
役
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
こ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
往
復
の
出
向

者
は
含
ま
ず
、
再
就
職
ま
で
の
期
間
等
は
問
わ
な
い
も
の
と
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
ま
で
の
十
年
間
に
お
い
て
、
支

出
の
相
手
方
に
再
就
職
し
た
者
を
対
象
と
す
る
。

�

本
年
五
月
三
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
緑
資
源
機
構
談
合
等
の
再
発
防
止
の
た
め
の
第
三
者
委
員
会
の
第
二
回
委
員
会
に

お
い
て
、
委
員
よ
り
「
林
野
庁
及
び
緑
資
源
機
構
か
ら
、
公
益
法
人
等
に
対
し
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
発
注
量
が
あ
り
、
再
就

職
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
総
合
的
に
分
析
し
、
再
就
職
の
仕
組
み
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
」
と

の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
同
委
員
会
か
ら
林
道
建
設
業
務
に
係
る
再
就
職
状
況
の
照
会
が
な
さ
れ

た
場
合
で
も
、
前
回
答
弁
書
「
四
に
つ
い
て
」
と
同
様
、
作
業
が
膨
大
と
の
理
由
で
回
答
を
拒
否
す
る
の
か
。
な
お
、
同

委
員
会
へ
の
回
答
と
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
で
政
府
の
対
応
が
分
か
れ
る
場
合
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

七



い
。

三

前
回
答
弁
書
「
一
及
び
五
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
林
道
建
設
業
務
に
お
け
る
官
製
談
合
の
有
無
に
つ
い
て
、
「
現
在
関

係
当
局
に
よ
り
調
査
・
捜
査
中
で
あ
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
」
と
の
こ
と
だ

が
、
法
面
工
事
を
受
注
し
て
い
た
株
式
会
社
モ
リ
技
建
（
前
身
で
あ
る
株
式
会
社
特
森
技
建
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ

い
て
は
談
合
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
社
及
び
同
社
と
関
係
の
深
い
特
定
森
林
地
域
協
議
会
（
以
下
「
特
森
協
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
以
下
質
問
す
る
。

�

同
社
の
歴
代
役
員
の
う
ち
機
構
又
は
所
管
省
庁
出
身
者
の
氏
名
、
退
職
時
年
齢
、
退
職
時
の
役
職
、
再
就
職
日
、
再
就

職
先
で
の
役
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
社
が
設
立
さ
れ
た
昭
和
六
十
二
年
以
降
の
同
社
に
対
す
る
機
構
の
支
出
に
つ
い
て
、
支
出
年
月
、
支
出
目
的
、
契
約

形
態
等
（
随
意
契
約
、
指
名
競
争
入
札
、
一
般
競
争
入
札
な
ど
の
別
）
、
金
額
及
び
落
札
率
（
入
札
の
場
合
）
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度
の
五
年
間
に
お
け
る
機
構

の
支
出
の
う
ち
土
木
工
事
に
つ
い
て
、
特
森
協
の
会
員
法
人
に
対
す
る
支
出
の
金
額
及
び
全
体
に
占
め
る
割
合
を
法
人
別

八



に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

前
回
答
弁
書
「
六
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
入
札
談
合
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
回
復
に
つ
い
て
、
「
現
在
、
公
正
取
引
委

員
会
に
よ
り
告
発
さ
れ
る
と
と
も
に
、
検
察
当
局
に
よ
る
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た

い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
衆
議
院
議
員
笹
木
竜
三
君
提
出
防
衛
施
設
庁
入
札
談
合
事
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
平
成
十
八
年
十
月
二
十
七
日
内
閣
衆
質
百
六
十
五
第
百
一
号
）
で
は
「
入
札
談
合
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
請

負
者
と
の
間
で
締
結
し
た
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
違
約
金
の
請
求
又
は
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
若
し
く
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
損

害
賠
償
請
求
等
を
行
い
、
回
復
す
る
考
え
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
じ
質
問
に
つ
い
て
政
府
の
対
応
が
分
か
れ
て

い
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

前
回
答
弁
書
「
七
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
「
本
年
四
月
二
十
六
日
以
降
、
受
注
法
人
へ
の
林
野
庁
及
び
機
構
か
ら
の
再

就
職
に
つ
い
て
は
自
粛
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
の
こ
と
だ
が
、

�

自
粛
策
の
具
体
的
内
容
と
そ
の
周
知
方
法
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
自
粛
は
無
期
限
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
将
来
に
わ
た
り
撤
回
し
な
い
こ
と
を
政
府
と
し
て
約
束
す
る
か
。
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六

赤
城
徳
彦
農
林
水
産
大
臣
は
本
年
六
月
一
日
の
就
任
記
者
会
見
に
お
い
て
、
機
構
に
つ
い
て
「
廃
止
の
方
向
で
細
部
を
詰

め
、
検
討
を
急
ぐ
よ
う
に
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
指
示
し
て
お
り
ま
す
」
と
述
べ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

�

本
年
五
月
二
十
四
日
の
機
構
幹
部
の
逮
捕
以
降
も
、
緑
資
源
幹
線
林
道
大
朝
・
鹿
野
線
戸
河
内
・
吉
和
区
間
（
二
軒
小

屋
・
吉
和
西
工
事
区
間
）
に
お
い
て
は
土
木
工
事
が
継
続
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
幹
線
林
道
事
業
で
現
在
も

工
事
を
継
続
し
て
い
る
全
て
の
工
事
区
間
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
同
工
事
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
の
名

称
、
契
約
相
手
方
（
機
構
又
は
所
管
省
庁
出
身
者
が
在
籍
す
る
法
人
の
場
合
は
そ
の
旨
を
明
記
す
る
こ
と
）
、
契
約
日
、

契
約
方
式
、
予
定
価
格
、
契
約
価
格
及
び
落
札
率
を
示
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
検
討
の
結
論
が
出
る
ま
で
は
、
林
道
事
業
を
含
む
機
構
の
全
業
務
を
凍
結
す
べ
き
で
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

一
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